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次の事実が発生した後に生じた事故

保険金をお支払した場合においても家財の全部が滅失した場合を除き、当該保険契約の保険金額は減額され
ません。

くだ

くだ

株式会社ホープ少額短期保険東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号  住友不動産原宿ビル18F
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すまいの安心保険について

すまいの安心保険 すまいの安心保険

2年

補償プラン一覧表など

弊社の取扱代理店は、弊社との代理店委託契約書に基づき、弊社代理人（媒介）として保険契約の媒介を行
っており、保険契約締結の代理権はありません。媒介契約であることを必ずご確認下さい。
したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して弊社が承諾したときに有効に成
立します。

保険金等をお支払する場合 お支払する保険金等の額 保険金等をお支払できない主な場合

保険金等をお支払する場合 お支払する保険金等の額 保険金等をお支払できない主な場合

持ち出し
家財
保険金

１．火災
２．落雷
３．破裂または爆発
４．給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ
５．風災・ひょう災・雪災
６．建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊
７．騒じょうおよび類似の集団行為または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為

損害額
※保険の目的の再調達価額によって定めます。
※貴金属等は１個または１組ごとに30万円、
　1回の事故につき50万円を限度

損害額
※保険の目的の再調達価額によって定めます。
※貴金属等は１個または１組ごとに30万円、
　1回の事故につき50万円を限度

・ご契約者や被保険者の故意もしくは重大
な過失または法令違反

・家財もしくは持ち出し家財の使用もしく
は管理を委託された者、被保険者と同居
の者または被保険者と生計を共にする者
の故意

・家財または持ち出し家財の紛失または置
き忘れ

・家財が屋外にある間に生じた盗難
※ただし、家財が住宅の軒下または団地
等の野外の自転車置き場で屋根付きの
ものにある場合を除きます。

・持ち出し家財である自転車の盗難

・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪
取、内乱、武装反乱その他これらに類似
の事変または暴動

・地震もしくは噴火またはこれらによる
津波

・核燃料物質もしくは核燃料物質によって
汚染された物の放射性、爆発性その他の
有害な特性またはこれらの特性による
事故

・上記以外の放射性放射または放射能汚染

など

８．家財の盗難

１０．預貯金証書の盗難

９．通貨の盗難

損害防止費用

通貨 1事故、1世帯ごとに２０万円を限度

家財

預貯金証書
※盗難後ただちに預貯金先と所轄の警察署に届出を行ったにもかかわらず預貯金先から現金が引
　き出された場合

1事故、１世帯ごとに２００万円を限度

１１．いたずら

臨時費用保険金

修理費用保険金

水道管等修理費用保険金

ドアロック交換費用保険金

ピッキング防止費用保険金

残存物清掃費用保険金 上記１～８の事故により損害保険金が支払われる場合で損害を受けた家財の残存物の清掃および運搬費用 実費：1事故につき損害保険金×５％を限度

近隣見舞費用保険金

第三者によるいたずら（未遂事故を含む）により家財が損害を受けた場合

床上浸水によって損害が生じた場合で家財が再調達価額の30％以上の損害を受けた場合

床上浸水によって損害が生じた場合で家財が再調達価額の15％以上30％未満の損害を受
けた場合

床上浸水によって損害が生じた場合で家財が再調達価額の15％未満の損害を受けた場合

家財が再調達価額の30％以上の損害を受けた場合

上記１～７の事故により損害保険金が支払われる場合

上記１～６、８～１１の事故および住宅内での被保険者の死亡により住宅に損害が生じ、
被保険者（住宅内での死亡の場合は被保険者の法定相続人）が自己の費用で修理した場合
※ただし、居住する住宅が借用住宅の場合に限ります

凍結により専用水道管、または住宅の給湯器に損害が生じ、被保険者が自己の費用で修理
した場合※被保険者以外の者が占有する部分を除きます

住宅のかぎが日本国内で盗難され、被保険者が自己の費用でドアロックの交換をした場合
に要する費用

火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた水濡れにより被保険者が住宅を損壊した場合で、その住宅の貸主に対して法律上
の損害賠償責任を負った場合

被保険者が住宅の使用または管理に起因する偶然な事故または日本国内で日常生活における事故により、他人の身体の障害ま
たは財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合

住宅が盗難あるいはいたずらに遭い、玄関ドアのロックを開錠され被保険者が自己の費用
でドアロックを交換した場合、ドアロックの交換や防犯装置設置に要する費用

上記１・３の事故により第三者の所有物に滅失、き損または汚損の損害が生じた場合

1事故につき３０万円を限度

損害額×１００%：保険金額を限度

保険金額×１０%：１事故６０万円を限度

保険金額×５%：１事故３０万円を限度

損害額×１００%：保険金額を限度

損害保険金×３０%
１事故につき１００万円を限度
実費：１事故につき１００万円を限度
※住宅内での被保険者の死亡の場合は１回の事故につき５０
　万を限度　

実費：1事故につき１０万円を限度
※ただし保険期間中1回を限度

緊急避難費用保険金 上記１～８の事故により損害保険金が支払われる場合で、住宅に損害が生じ、住宅の代替
として宿泊施設などを臨時に使用した際の宿泊費用

実費：１事故につき損害保険金×５％を限度
※事故日から３０日以内に対応する費用

実費：1事故につき３万円を限度

実費：1事故につき３万円を限度

洗面台交換費用保険金

ガラス交換費用保険金 熱（火災を除きます。）により住宅のガラスが破損し、被保険者が自己の費用でガラスを
交換した場合

上記１、２、３の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用 実費

住宅の洗面台が破損または汚損（経年劣化を除きます。）し、被保険者が自己の費用で洗
面台を交換した場合

実費：１事故につき５万円を限度
※ただし、保険期間中１回を限度
実費：１事故につき１０万円を限度
※ただし、保険期間中１回を限度

被災世帯数×５万円
1事故につき保険金額×５％を限度

１２．水害

一時的に持ち出された家財が日本国内の他の建築物内で上記１～８の事故によって損害を受けた場合

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、家財が損害を受け次
の状態になった場合
ａ．住宅が半焼以上になった場合 ｂ．家財が全焼した場合

地震火災費用保険金

１事故につき５０万円または保険金額の２０％に相当する
金額のいずれか低い額を限度
貴金属等の場合は1個（組）ごとに３０万円を限度

保険金額×５%
※ただし家財の再調達価額の5%限度

※１事故において、上記の損害保険金、持ち出し家財保険金、費用保険金（損害防止費用を除く）の合計保険金が１，０００万円を超える場合には弊社は１，０００万円を限度にお支払します。

※１事故においてお支払する保険金は１，０００万円を限度とします。

実額（法律上の損害賠償責任の額）

・ご契約者や被保険者の故意
・被保険者の心神喪失または指図
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・被保険者と同居する者に対する賠償責任　など

損
害
保
険
金
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用
保
険
金
等

賠
償
責
任

保
険
金

便器交換費用保険金 住宅の便器が破損または汚損（経年劣化を除きます。）し、被保険者が自己の費用で便器
を交換した場合

実費：１事故につき１０万円を限度
※ただし、保険期間中１回を限度

浴槽交換費用保険金 住宅の浴槽が破損または汚損（経年劣化を除きます。）し、被保険者が自己の費用で浴槽
を交換した場合

実費：１事故につき５万円を限度
※ただし、保険期間中１回を限度

遺品整理費用保険金 住宅内で被保険者が死亡し、住宅を貸主に明け渡すために必要な遺品の整理に関する費用
を、被保険者の法定相続人が自己の費用で負担した場合 実費：１事故につき３０万円を限度

くだ

〈洗面台交換費用保険金〉
・洗面台以外（洗面ボウルと一体化してい
ない鏡、収納器具、照明器具、水栓器具
等）の破損または汚損
・器具内部の破損または汚損
・詰まりによる破損または汚損　など

〈便器交換費用保険金〉
・便器、便座、便ふた、タンク以外の破損
または汚損
・器具内部の破損または汚損
・詰まりによる破損または汚損　など

〈浴槽交換費用保険金〉
・浴槽以外（洗い場、換気扇、浴室乾燥機、
ドア、鏡、収納器具、照明器具、水栓器
具など）の破損または汚損
・器具内部（浴槽のエプロンカバーの内部
を含む）の破損または汚損
・詰まりによる破損または汚損　など

すまいの安心保険
すまいの安心保険は居住用住宅にお住まいの方を対象とし、お客さまの家財
の補償に加え、家主様、第三者への賠償責任の補償もセットにした保険です。

居住用住宅における様々な
リスクをしっかりサポート!!

0120-565-0400120-800-192



●損害防止費用
火災、落雷、破裂
または爆発による
損害の発生および
拡大の防止をされ
た場合にお支払い
します。

●地震火災費用保険金
地震・噴火・津波による火災で
家財が損害を受け、次の状態に
なった場合にお支払いします。
a.住宅が半焼以上
b.家財が全焼

※お支払いする
　場合の詳細に
　つきましては
　必ずパンフレ
　ットの裏面お
　よび約款をご
　覧ください。

損害保険金等をお支払する際にお客さまからの
自己負担額（免責金額）はありません。また、風災・
ひょう災・雪災は損害額の条件を設けておりま
せんので、小さい損害でもお支払いいたします。

損害保険金等はお客さまの
自己負担額はありません！！

すまいの安心保険は居住用住宅にお住まいの方
を対象とし、お客さまの家財の補償に加え、家
主様、第三者への賠償責任の補償もセットにし
た保険です。

居住用住宅におけるリスク
をしっかりサポート！！

被保険者と同居する方の家財も補償しますので１つの
契約でしっかりとカバーします。

ルームシェアもOK！！

すまいの安心保険は再調達価額の基準で損害額をお支
払しますので万一の場合でも損害保険金で同等の家財
が購入できます。
※貴金属等は時価額基準となります。
※損害額は家財の損害保険金額（ご契約プランの額）が
限度です。

家財の損害額は再調達価額基準
でお支払いします！！

保険契約者の役員または使用人のうち、借用戸室に居
住している方を自動的に被保険者とする特約です。入
居する使用人等の入れ替わりが発生しても異動の手続
きが不要で自動的に被保険者が変更されます。

法人等契約の被保険者に
関する特約あり！！

住宅の洗面台・便器・浴槽をうっかり破損した場
合や、熱（火災を除きます｡）によりガラスが破損
した場合も、交換費用をしっかり補償します。

洗面台・便器・浴槽をうっかり破損
した場合の交換費用を補償します！

●水道管等修理
費用保険金

凍結により専用水道
管、または住宅の給
湯器に損害が生じた
場合にお支払いしま
す。

（※）

住宅が

住宅

※交換した場合が対象
　です。

●浴槽交換　　
費用保険金

住宅の浴槽が破損
または汚損し、交
換した場合にお支
払いします。（経年
劣化を除きます。）

すまいの安心保険の補償内容について

すまいの安心保険
６つの特徴

ホープちゃん

※ 修理費用保険金は上記の事故以外に、「被保険者の死亡によって生じた借用住宅の損害（50万円限度）」をお支払いします。修理費用保険金は居住する住宅が借用住宅の場合に限ります。

●家財保険　　　　

●洗面台交換
　費用保険金
住宅の洗面台が破損
または汚損し、交換
した場合にお支払い
します。 （経年劣化を
除きます。） ※交換した場合が対象

　です。

●ガラス交換　
費用保険金

熱（火災を除きま
す。）により住宅の
ガラスが破損し、
交換した場合にお
支払いします。 ※交換した場合が対象

　です。

●便器交換　　　
費用保険金

住宅の便器が破損ま
たは汚損し、交換し
た場合にお支払いし
ます。（経年劣化を除
きます。） ※交換した場合が対象

　です。

遺品整理費用
保険金

さらに
次の補償も
お支払します！

（保険期間：２年間）
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